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定額減税とは

定額減税とは、令和6年6月以後の所得税と個人住民税の一定額を減額する制度です。

背景として、物価高による国民の負担を緩和し、デフレに後戻りさせないための一時的な措置として、令和5年

11月2日閣議の「デフレ完全脱却のための総合経済対策」で実施が決定しました。

１人あたり４万円程、本来納める税金より減額となり、減額された税金の分だけ、手取り額が増えるイメージで

す。

１

◆定額減税
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定額減税とは１

◆ 減税対象一覧

減税額種別減税対象

３万円本人

所得税 ３万円同一生計配偶者

３万円/人扶養親族

１万円本人

個人住民税 １万円同一生計配偶者

１万円/人扶養親族

◆ 減税額の限度額のイメージ

●所得税： 3万円×（本人+同一生計配偶者+扶養親族の人数）

●住民税： 1万円×（本人+同一生計配偶者+扶養親族の人数）

※住民税の特別徴収（給与から差し引かれる場合）の方は、6月は徴収を行わず、7月より減税額控除後の

住民税を11ヶ月に応じて徴収していきます。 詳しくは、住民税決定通知書をご確認ください。
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定額減税とは１

◆ 実施時期

実施時期等

令和６年６月１日以後最初に支払いを受ける給与等（賞与等含む）から順次実施給与受給者

所
得
税

令和６年６月１日以後最初に支払いを受ける公的年金等から順次実施年金受給者

それ以外の方予定納税対象者

個人事業主
確定申告時に減税

令和６年の第１期分予定納付額（７月）から実施（本人
分のみ控除）

令和６年分の住民税の支払時より減額住民税

◆ 定額減税対象者

令和6年分所得税の納税者である居住者で、令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下（給

与収入のみの場合は、2,000万円以下※）である方が該当します。

※23歳未満の扶養親族等がいる場合は、給与収入が2,015万円以下
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定額減税とは１

◆ 控除しきれなかった場合

給与所得者の場合には、6月支給給与より順次減額を行いますが、それでも控除しきれなかった場合には、年

末調整または、確定申告時に調整を行います。

➀ 年末調整または確定申告での調整

➁ 休職等や➀で控除しきれなかった場合

休職等で年末調整または確定申告の対象とならない方、もしくは、年末調整または、確定申告で控除しきれな

い場合につきましては、お住いの市区町村より減額しきれないと見込まれる差額につき1万円単位で給付され

ます。



定額減税セミナー

アネーラ税理士法人 - 6 -

定額減税とは１

◆ 減額を行う方法（給与所得者の場合）

令和6年6月以後に支払う給与等に対する源泉徴収税額から減額を行う事務作業です。

※各月の給与計算時に減額調整を行い、限度額まで毎月手取り額が増えるイメージです。

給与所得者の場合の減額方法としましては、以下の２つの方法で減額をおこなっていきます。

➁ 年調減税事務

年末調整時に源泉徴収税額から減額を行う事務作業です。

➀ 月次減税事務

～令和6年5月まで 令和6年6月～ 定額減税全額控除後 年末調整時

月次減税事務 年調減税事務
現行に基づく所得税法に規

定する税額表などにより
源泉徴収

（通常通りの給与計算）

6月以後の給与等に対す
る源泉徴収税額から、定
額減税額を控除を行う。

年末調整時点の定額減
税額に基づき精算を行
う。

控除後は、
現行に基づく所得税法に規
定する税額表などにより源

泉徴収
（通常通りの給与計算）
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定額減税とは１

スケジュール

・対象者確認 ・月々の給与、賞与から減税 ・再度対象者確定

・従業員へ周知 ・給料明細へ控除額記載 ・再度控除額確定

・控除額確定 ・減税後の所得税を税務署へ納付 ・源泉徴収票へ控除額等記載

・システム確認 ・給与支払報告書へ控除額等記載

6月 12月

事前準備 月次減税事務 年調減税事務
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事前準備～対象者確認～２

…

◆対象者確認

➀ 月次減税の場合

令和6年6月1日現在勤務している方（基準日在職者）で給与等の源泉徴収において源泉徴収税額表の甲欄が

適用される居住者（扶養控除等申告書を提出している場合に限る。）が該当します。

※ただし、乙欄（2箇所目の給与：副業等）または丙欄（日雇い給与）が適用される居住者や令和6年6月2日以

後に雇用された方は対象となりません。(年末調整又は確定申告時に精算)

②居住者

国内に住所を有し、または、現在まで引き続き1年以上「居所」を有する個人を指し、1年以上在留許可され

ている留学生等は居住者に該当します。
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事前準備～対象者確認～２

③対象者まとめ

再就職
7月まで→〇
10月から→×

社員J

7月退職、10月再就職
勤務 退職

〇
在籍

休職 勤務

社員I

8月まで休職

〇
社員G

年収2,000万円以上
勤務

〇
社員H

年金受給あり
勤務

×
正社員E

乙蘭
勤務

×
日雇いF

丙欄
勤務

×
正社員C

7月入社
勤務

×
正社員D

非居住者
外国勤務

正社員A

1月以前から勤務
勤務

〇 勤務
正社員B

4月入社

7月 8月 9月 10月 11月 12月月次減税の対象となるか

〇

1月 2月 3月 4月 5月 6月
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問 厚生労働大臣等から公的年金等の支払を受ける人は、その公的年金等に係る源泉徴収税額から定額減

税の適用を受けますが、その人についてもその主たる給与の支払者のもとで、 定額減税の適用を受けるの

ですか。

- 10 -

事前準備～対象者確認～２

(参考)国税庁「令和6年度所得税の定額減税Q＆A」より一部抜粋

 公的年金等の支払を受ける給与所得者に対する定額減税

A．公的年金等に係る源泉徴収税額から定額減税の適用を受ける人についても、主たる給与の支払者のもと

で定額減税の適用を受けることになります。 なお、給与等と公的年金等との定額減税額の重複控除について

は、確定申告で最終的な年間の所得税額と定額減税額との精算が行われることとなります。

 給与所得者における定額減税の適用選択権の有無

問 給与所得者が、主たる給与の支払者のもとで定額減税の適用を受けるか受けないかを、 自分で選択す

ることはできますか。

A．令和６年６月１日現在、給与の支払者のもとで勤務している人のうち、給与等の源泉徴収において源泉徴

収税額表の甲欄が適用される居住者の人（その給与の支払者に扶養控除等申 告書を提出している居住者の

人）については、一律に主たる給与の支払者のもとで定額減税の適用を受けることになり、自分で定額減税の

適用を受けるか受けないかを選択することはできません。
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事前準備～従業員へ周知～２

◆従業員へ周知

➀ 従業員へ周知及び扶養親族等の確認

対象となる従業員へ「定額減税制度」の通知および「扶養親族等」の最終確認を行います。

基本的には、扶養控除等申告書により控除額を計算しますが、記載漏れや扶養親族の異動の恐れがありま

すので、以下の案内文書をご活用ください。
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事前準備～従業員へ周知～２

②「令和6年分 源泉徴収に係る定額減税のための申告書」の回収

前項の案内文書にて、３．に該当する場合で、月次減税控除額の計算に反映させることを希望する従業員が

いる場合は、 「令和6年分 源泉徴収に係る定額減税のための申告書」を提出してもらう必要があります。

(想定されるケース)

・合計所得金額が900万円を超える見込みだったため、配偶者控除の適用がないものとして扶養控除等申告

書に記載していなかった。

・扶養控除異動申告書を提出した後に、新しく子どもが生まれた。
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事前準備～従業員へ周知～２

(参考)「令和6年分 源泉徴収に係る定額減税のための申告書」
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事前準備～控除額確定～２

◆控除額の確定
従業員より提出された「扶養控除等申告書」「令和6年分 源泉徴収に係る定額減税のための申告書」をもとに

定額減税の対象となる配偶者、扶養親族を確認し、各従業員の控除額を確定させます。

①定額減税の対象者となる配偶者

配偶者が、同一生計配偶者であれば要件を満たします。

同一生計配偶者（定額減税の対象となる配偶者）

→納税者本人と生計を一にする配偶者で、合計所得金額が48万円以下（給与収入103万円以下）の方

納税者本人・・・所得要件なし

配偶者・・・合計所得金額48万円以下

配偶者控除、配偶者特別控除の適用がある配偶者と要件が異なりますので注意ください。

(参考)配偶者控除または特別配偶者控除対象となる配偶者

源泉控除対象配偶者

→合計所得金額が900万円以下の納税者本人と生計を一にする配偶者で、合計所得金額が95万円以下の方

納税者本人：合計所得金額900万円以下

配偶者 ：合計所得金額95万円以下
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事前準備～控除額確定～２

＜同一生計配偶者の範囲と確認書類〉
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事前準備～控除額確定～２

②定額減税の対象者となる扶養親族

扶養親族とは、納税者本人と生計を一にする次のうち、合計所得金額が48万円以下の方を指します。

●納税者本人の配偶者以外の親族（６親等内の血族及び３親等内の姻族をいいます。）

●里親に委託された児童

●養護受託者に委託された老人

定額減税の対象となる扶養親族は年齢の制限はありません。また国外に居住している場合は含みません。
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事前準備～控除額確定～２

(参考)国税庁「令和6年度所得税の定額減税Q＆A」より一部抜粋

 扶養親族の人数が変更になった場合

問 令和６年１月１日の時点で扶養親族であった親族が、令和６年５月に亡くなったのですが、この親族は月

次減税額の計算に含めますか。

A．令和６年６月１日以後最初の給与等の支払日の前日までに死亡した令和６年分の扶養親 族についても、

その親族の死亡の日の現況で扶養親族であると判定されるのであれば、月次減税額の計算に含めることとさ

れています。

 基準日の前に死亡した扶養親族に係る月次減税

問 令和６年７月以降に扶養親族の数が変わる場合は、月次減税額も変わることになりますか。

A．月次減税額は、最初の月次減税事務を行うときまでに提出されている扶養控除等申告書又は「源泉徴収

に係る申告書」の記載内容に基づき判定し、これにより算出した月次減税額をもって 控除を行うこととされて

います。 したがって、例えば、７月に子の出生によって扶養親族の人数が増え、令和６年６月と７月とでは扶養

親族の人数が異なることとなっても、月次減税額の増額は行いません。 なお、こうした人数の異動により生ず

る定額減税額の差額は、年末調整又は確定申告によ り精算されることになります。
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事前準備～システム確認～２

◆システム確認

お使いの給与計算ソフトについて対応時期、機能アップ内容をご確認ください。

以下、対応ソフトの時期、機能について一部抜粋しております。

【給与奉行クラウド】
・5月中旬に対応予定
・機能
「社員情報」をもとに、定額減税対象者の抽出、定額減税額を加味した給与処理等を、サービス上で完結でき
るように機能アップを予定。

【freee（フリー）人事労務】
・5月中に対応予定
・機能

①対象者の抽出
2024年6月1日時点の対象となる従業員を自動で抽出。

②対象金額の算出
2024年6月1日時点で対象となる従業員とその家族の情報を元に自動で対象金額を算出。

③給与（賞与）への定額減税額の反映
算出した金額を2024年6月以降に支払う給与・賞与の所得税へ反映することが可能。

④書類の出力
定額減税額が反映された給与・賞与明細および各種書類をfreee人事労務から出力することが可能。
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事前準備～システム確認～２

【マネーフォワードクラウド給与】
・5月中に対応機能を提供予定
・機能

①控除対象者の抽出
定額減税の対象となる従業員を自動で抽出。

②定額減税額の算出
登録されている家族の情報を元に対象金額を自動で算出。

③給与・賞与計算から所得税額の控除
法定要件に沿って、2024年6月以降に支払う給与・賞与の所得税からの控除が可能。

④帳票の出力
定額減税を反映した給与・賞与明細など各種帳票を出力。

【弥生給与】
・5月中に対応予定
・機能

①定額減税対象者の判定
②家族情報の登録内容を基にした定額減税額の算出・管理
③定額減税額を反映した給与(賞与)所得税額の算出
④定額減税額の給与(賞与)明細書への記載

(対応製品：弥生給与24+クラウド・やよいの給与計算24+クラウド・弥生給与Next・やよいの給与明細Next)
⑤定額減税額を反映した年調年税額の算出(弥生給与Nextは対応〇、やよいの給与明細Nextは対応×)
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事前準備～システム確認～２

【PCAクラウド給与】
・所得税における定額減税の対応

①月次減税事務…2024年5月16日に対応予定
②年調減税事務…2024年年末調整プログラムでの対応

【MJS給与】
・5月下旬対応予定
・機能

①定額減税の算出(月次減税額・定額減税の計算対象人数)、各人別控除事績簿の出力
②明細書印刷(控除される減税額の印字)
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月次減税事務３

控除額
30，000

減税額
30,000

◆給与等支払時から控除

令和６年６月１日以後に支払う給与又は賞与のうち、支給日が早いものについて控除前税額(源泉徴収税

額表より計算した所得税額)から順次月次減税額を控除します。

①月次減税額≦控除前税額

月次減税額の全額が控除できますので、控除前税額から月次減税額を控除した差額が実際に源泉徴収する

税額となります。 そして、その差額となる税額を源泉徴収して、この人に対する月次減税事務が終了しま す（

差額が０円の場合は実際に源泉徴収する税額はないことになります。）。

【出典：国税庁「令和６年分所得税の定額減税のしかた」より】
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月次減税事務３

控除額
30，000

減税額
30,000

②月次減税額＞控除前税額

イ 初回の給与等の支払時における控除の方法

この場合には、月次減税額の一部については控除しきれませんので、控除前税額から同額の月次減税額を

控除することになり、実際に源泉徴収する税額はないこと（0 円）になります。

ロ 二回目以降の給与等の支払時における控除の方法

二回目以降の給与等の支払時においては、イの方法で控除しきれなかった部分の金額を限度として、その

控除しきれない金額がなくなるまで、以後支払う令和６年分の給与や賞与に係る控除前税額から、上記イに

準じて順次控除することになります。

【出典：国税庁

「令和６年分所得税の定額減税のしかた」より】
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月次減税事務３

控除額の計算例

例１： 本人のみ（配偶者無し・扶養０人）

控除額
30，000

6月分

控除前：

控除後：

20，000円

0円

７月分
控除前：

控除後：

20，000円

10，000円

ーーーーーーーーーーー

源泉徴収税額

ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー

減税額
30,000

30,000 × 1人 ＝ 30,000

月 収：

社会保険料：

源泉所得税：

520,000

△70,000

△20,000

この方の場合は配偶者がおらず、扶養もいな

いため減税額の計算式が

このようになるため源泉所得税から減額する

額は3万円となります。
６月の源泉所得税で控除しきれない額は

翌月に繰り越すことができるので残りの

10,000円は7月分から控除することになります。
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月次減税事務３

控除額の計算例
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー

例２： 配偶者あり、扶養１人

減税額
90，000

6月分

7月分

8月分

9月分

控除前：

控除後：

控除前：

控除後：

控除前：

控除後：

控除前：

控除後：

25，000円

0円

25，000円

0円

25，000円

0円

25，000円

10，000円

ーーーーーーーーーーーー

源泉徴収税額

30,000 × ３人 ＝ 90,000

月 収：

社会保険料：

源泉所得税：

620,000

△110,000

△ 25,000

この方は配偶者がおり、扶養も１人

いるので減税額の計算式が

このようになるので源泉所得税から

減額される金額は９万円となります。
６月、７月、８月の源泉所得税は０円となり

９月の源泉所得税は10,000円となります。
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月次減税事務３

(参考)国税庁「令和6年度所得税の定額減税Q＆A」より一部抜粋

 未払給与（令和６年分）に係る月次減税

問 令和５年12月分の給与のうち、未払となっていた部分を令和６年６月に支払いますが、この給与の支払時

に徴収する源泉徴収税額から月次減税額を控除することはできますか。

A．月次減税額は、令和６年分の給与等に係る源泉徴収税額から控除することとされています。したがって、設

問のような源泉徴収税額（令和５年分の所得税）から控除することはできません。

 未払給与（令和５年分）に係る月次減税

問 令和６年５月分の給与のうち、未払となっていた部分を同年７月に支払いますが、この給与の支払時に徴

収する源泉徴収税額から月次減税額を控除することはできますか。

A．月次減税額は、令和６年６月以後に支払われる令和６年分の給与等に係る源泉徴収税額から控除するこ

ととされています。

したがって、令和６年分の未払給与が６月以後に支払われることとなったときは、その控除前税額から月次減

税額を控除することになります。
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月次減税事務３

各人別控除事績簿の作成

月次減税額の計算

給与等支払時の控除

控除後の事務

各人別控除事績簿の作成

月次減額事務においては、

・基準日在職者の各人別の月次減税額

・各月の控除額等 を管理しないといけません。

源泉徴収事務の便宜の

ため、国税庁HPにおいて

「各人別控除事績簿」が

掲載されています。

※作成は任意です
ので作成しなくても
問題ありません。
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月次減税事務３

控除後の事務

①給与支払明細書への控除額の表示

給与の支払者が月次減税の控除を行った場合には、

給与等の支払の際に従業員の方へ交付する

給与支払明細書の適宜の箇所に、

月次減税額のうち実際に控除した金額を

「定額減税額（所得税） ×××円」または

「定額減税 ××円」などと表示します。

給与支払明細書

給与金額

源泉徴収税額

××× 円

××× 円

・
・
・
・
・

定額減税額
（所得税） ××× 円

②納付書の記載と納付等

給与の支払者は、各月の月次減税事務の終了後、納付すべき源泉徴収税額がある場

合には法定納期限までに納付することになります。

この場合、納付書には、各人毎の「控除前税額から月次減税額の控除を行った後の金

額（その給与等から源泉徴収すべき税額））」を集計し、その金額を記入します。

なお、月次減税により納付額が「０」となった場合でもその納付書を必ず所轄税務署に提

出しないといけません。
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月次減税事務３

【出典：国税庁「令和６年分所得税の定額減税のしかた」より】
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年調減税事務４

◆定額減税の対象者

① 年調減税の場合

令和6年分の年末調整時に扶養控除等申告書を提出している方、年の途中で年末調整の対象となる一定の

方（海外転勤により非居住者となった方、死亡により退職した方など）が該当します。

※ただし、令和6年度の給与収入が2,000万円を超える方（年末調整の対象とならない方）、合計所得金額が

1,805万円（所得制限）を超える方は対象となりません。

◆年調減税額の計算

年調減税額の計算は、基本的には月次と同じです。
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年調減税事務４

必要書類
扶養控除等申告書を提出している場合は特に必要ありません。

ただし、扶養控除等申告書に記載していない同一生計配偶者や１６歳未満の扶養親族につ

いては、最初の月次減税事務を行うときまでに

『源泉徴収に係る定額減税のための申告書 兼 年末調整に係る定額減税のための申告書』

を提出しないといけません。

こちらの資料についても

国税庁のHPにて

掲載してあります。
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年調減税事務４

年調減税額の控除

給 与 等 の 総 額

給 与 所 得 控 除 後 の 給 与 等 の 金 額

差 引 課 税 給 与 所 得 金 額

給与所得控除額

所得控除額等

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

税額控除額

年調減税額

算 出 所 得 税 額

年 調 所 得 税 額

残 額

年調年税額

×所得税率

×102.1％

この時点で
年調減税額を控除
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年調減税事務４

源泉徴収票への記載

給 与 等 の 総 額年末調整終了後に作成する「給与所得の源泉徴収票」の「(摘要)」欄に以下の内容を記載する。

 ①源泉徴収時所得税減税控除済額

・・・実際に控除した年調減税額

 ②控除外額

・・・年調減税額のうち年調所得税額から控除しきれなかった金額

 ③非控除対象配偶者減税有

・・・合計所得金額が1,000万円超である居住者の同一生計配偶者（以下「非控除対象配 偶者」と

いいます。）分を年調減税額の計算に含めた場合
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年調減税事務４

給 与 等 の 総 額

非控除対象配偶者を有する者で、その同一生計配偶者が障害者、特別障害者又は同居特別障害

者に該当する場合、「給与所得の源泉徴収票」の「(摘要)」欄には、同一生計配偶者の氏名及び同

一生計配偶者である旨を記載することとされていますが、この場合に当該非控除対象配偶者分を年

調減税額の計算に含めた場合には、「減税有」の追記で差し支えありません。
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年調減税事務４

給 与 等 の 総 額

④年末調整を行っていない源泉徴収票

年末調整を行わずに退職し再就職しない場合や、令和６年分の給与の収入金額が2,000万円を超

えるなどの理由により年末調整の対象とならなかった給与所得者については、その方に係る「給与

所得の源泉徴収票」の作成に当たり、「(摘要)」欄には、定額減税等を記載する必要はありません。

なお、「源泉徴収税額」欄には、控除前税額から月次減税額を控除した後の、実際に源泉徴収した

税額の合計額を記入することになります。



定額減税セミナー

アネーラ税理士法人 - 35 -

年調減税事務４

(参考)国税庁「令和6年度所得税の定額減税Q＆A」より一部抜粋

 所得制限を超える人の源泉徴収票の記載方法

問 年末調整の結果、給与所得者の年調所得税額から控除しきれなかった年調減税額については、令和７

年１月以降に支給される給与等に係る源泉徴収税額から控除しますか。

A．年末調整の結果、給与所得者の年調所得税額から控除しきれなかった年調減税額については、源泉徴収

票（給与支払報告書）に年調減税額の控除外額として記載し、令和７年１月以降に支給される給与等に係る源

泉徴収税額からは控除しません。

 令和７年以降に支給される給与等に係る定額減税

問 令和６年分の給与の収入金額が2,000 万円以下となりますが、給与以外の収入があり令和６年分の合計

所得金額が 1,805 万円を超える給与所得者の源泉徴収票には、定額減税額等をどのように記載しますか。

A．年末調整の対象となる給与所得者については、源泉徴収票への定額減税額等の記載が必要です。

なお、給与以外の収入があり令和６年分の合計所得金額が1,805万円を超える人は、定額減税の対象とはな

らないため、「給与所得の源泉徴収票」の「（摘要）」欄には「源泉徴収時所得税減税控除済額０円、控除外額

０円」と記載してください。
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年調減税事務４

 同一生計配偶者や扶養親族となっている人の源泉徴収票の記載方法

問 居住者であり、扶養控除等申告書を提出している外国人技能実習生について、租税条約の届出書の提

出があり源泉徴収税額が「０円」となる場合の源泉徴収票には、定額減税額等をどのように記載しますか。

A．年末調整の対象となる給与所得者については、源泉徴収票への定額減税額等の記載が必要です。

居住者であり、扶養控除等申告書を提出している外国人技能実習生については定額減税の対象となるため、

「給与所得の源泉徴収票」の「（摘要）」欄には、「源泉徴収時所得税減税控除済額０円、控除外額30,000円」と

記載します。

 外国人技能実習生の源泉徴収票の記載方法

問 同一生計配偶者や扶養親族となっている給与所得者の源泉徴収票には、定額減税額等をどのように記

載しますか。

また、ある月の給与について、源泉徴収税額があるため月次減税を行ったが、年末調整で合計所得金額が

48万円以下となった給与所得者の源泉徴収票には、定額減税額等をどのように記載しますか。

A．同一生計配偶者や扶養親族となっている人については、令和６年分の合計所得金額が 48万円以下となり

、源泉徴収税額が発生しないため、「給与所得の源泉徴収票」の「（摘要）」欄には「源泉徴収時所得税減税控

除済額 ０円」「控除外額 30,000円」と記載してください。
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年調減税事務４

 源泉徴収票の「控除外額」と給付金

問 源泉徴収票の「控除外額」に記載された金額が給付金として支給されるのですか。

A．源泉徴収票の「控除外額」は、所得税及び個人住民税の定額減税と併せて行われる各種給付措置の一つ

である「調整給付」（所得税から定額減税で引ききれないと見込まれる人への給付）のうち、令和７年に実施す

る不足額給付の額を算出する際に用います。

ただし、扶養親族に該当する場合や、令和６年夏以降に市区町村から定額減税で引ききれないと見込まれる

おおむねの額の支給がある場合などにおいて、「控除外額」に記載された金額と不足額給付の額は必ずしも

一致するものではございません。

【出典：内閣官房「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」より】
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